
東浦町妊婦医療費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、妊婦の医療費の一部を補助することにより、妊婦の健康の保持

増進を図り、もって健やかな子の出生に寄与することを目的とする東浦町妊婦医療

費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

（１）健康保険法（大正 11年法律第 70号） 

（２）船員保険法（昭和 14年法律第 73号） 

（３）国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号） 

（４）国家公務員共済組合法（昭和 33年法律第 128号） 

（５）地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152号。他の法律において準用

し、又は例による場合を含む。） 

（６）私立学校教職員共済法（昭和 28年法律第 245号） 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）令和３年１月１日以後に母子健康手帳の交付を受けた者（町内に住所を有しな

くなった後に母子健康手帳の交付を受けた者を除く。） 

（２）医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者 

（３）次条の交付対象期間内に町内に住所を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とし

ない。 

（１）生活保護法（昭和 25年法律第 144号）により保護を受けている者 

（２）法令の規定により、この補助金と同等の給付を受けることができる者 

（交付対象期間） 

第４条 補助金の交付を受けることができる期間（以下「交付対象期間」という。）は、

母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日（同日において町内に住所を有し

ていない場合にあっては、町内に住所を有した日）から、当該母子健康手帳の交付

を受けた日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日（同日までに町内に

住所を有しなくなった場合にあっては当該住所を有しなくなった日、出産、流産、

死産又は人工妊娠中絶（以下「出産等」という。）をした場合にあっては出産等の前

日）までとする。 

（確認証の交付） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請の前に、妊婦医療費

補助金交付対象者確認証交付申請書（様式第１）に母子健康手帳の写しを添えて町

長に申請するものとする。 



２ 町長は、前項に規定する申請があった場合において、交付対象者であることを確

認したときは、妊婦医療費補助金交付対象者確認証（様式第２。以下「確認証」と

いう。）を交付するものとする。 

（変更等の届出） 

第６条 交付対象者は、氏名、住所又は加入している医療保険若しくはその内容に変

更があったときは、速やかに妊婦医療費補助金交付対象者変更届（様式第３）に、

当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出るものとする。 

（確認証の再交付申請） 

第７条 交付対象者は、確認証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、妊婦医療費

補助金交付対象者確認証再交付申請書（様式第４）を町長に提出し、確認証の再交

付を受けることができるものとする。 

２ 確認証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その確認証を添

えるものとする。 

３ 交付対象者は、確認証の再交付を受けた後、紛失した確認証を発見したときは、

速やかにこれを町長に返還するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 町長は、交付対象期間内に受診した交付対象者の疾病又は負傷（既にこの要

綱による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付に係る疾病又は負傷

を除く。）について、当該疾病又は負傷に係る医療に要した費用の額を補助金とし

て交付する。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額

の算定方法により算定した額（当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法に

よることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）とす

る。ただし、現に要した費用の額を超えることができないものとする。 

３ 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療

に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共

団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額

が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額（以

下「医療保険自己負担額」という。）を補助金として交付する。 

（補助金交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、妊婦医療費

補助金交付申請書（様式第５）に次に掲げる書類を添えて、交付対象期間の末日か

ら起算して１年以内に町長に申請するものとする。 

（１）前条第１項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類 

（２）医療に要した費用に関する証拠書類 

（３）その他町長が必要と認めた書類 

２ 町長は、前項の申請書を受理した場合は速やかに内容を審査し、適当であると認

めたときは補助金として交付する額を決定し、東浦町妊婦医療費補助金交付決定通



知書（様式第６）を申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第 10 条 申請者は、前条第２項の規定による交付の決定を受けた場合は速やかに妊

婦医療費補助金請求書（様式第７）を町長に提出するものとする。 

（報告） 

第 11条 町長は、補助金の交付に関し、必要と認めるときは、確認証の交付を受け、

若しくは受けようとする者又は補助金の交付を受け、若しくは受けようとする者に

対し、必要な事項の報告を求めることができるものとする。 

（交付額の返還） 

第 12 条 町長は、交付対象者が補助金の交付に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の

支払いを受けたときは、その額の限度において補助金の全額若しくは一部を交付せ

ず、又は既に交付した補助金の額に相当する金額を返還させることができるものと

する。 

２ 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、そ

の者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることがで

きるものとする。 

（雑則） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定

める。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年 12月２日から施行する。ただし、第１条中様式第２号の改

正規定及び第２条中様式第２の改正規定は、令和６年９月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの規則による改正前の東浦町後期高齢者福祉医療費給

付要綱の規定に基づいて作成されている申請書は、当分の間、この要綱による改正

後の東浦町後期高齢者福祉医療費給付要綱の規定にかかわらず、使用することがで

きる。 

３ 第１項ただし書に規定する規定の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の

規定に基づいて作成されている受給者証等は、当分の間、この要綱による改正後の

各要綱の規定にかかわらず、使用することができる。 

 

 



様式第１（第５条関係） 

妊婦医療費補助金交付対象者確認証交付申請書 

 

年  月  日  

  東浦町長  

住所              

申請者 氏名              

電話              

 次のとおり申請します。 

 なお、東浦町において、確認証の交付に必要な関係公簿を調査することに同意しま

す。 

対
象
者 

フ リ ガ ナ   生 年 月 日 

氏 名   年  月  日 

住 所   

加
入
医
療
保
険 

被 保 険 者 氏 名   

記 号 ・ 番 号  

保 険 者 名 

（ 保 険 者 番 号 ） 

 

   （            ） 

資 格 取 得 日       年    月    日 

母 子 健 康 手 帳 交 付 日       年    月    日 

分 娩 予 定 日 年    月    日 

※ 

確
認
証 

番 号  

交 付 日       年    月    日 

交 付 対 象 期 間 
      年    月    日から 

      年    月   末日まで 

※ 取 得 事 由 母子手帳交付 ・ 転入 ・ その他（     ） 

※ 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

※の欄は、記入しないでください。 



様式第２（第５条関係） 

 

 

  

 

確 認 証 番 号 
 

対 

象 

者 

住  所 
 

氏  名 
 

生年月日   年  月  日 男・女 

交 付 対 象 期 間  
年  月  日から 

年  月  日まで 

発行機関名及び印 東 浦 町 長 

交 付 年 月 日       年    月    日 

妊   妊婦医療費補助金交付対象者確認証 

この証は、医療機関の窓口では使用できません。 

（表） 



（裏） 

 

注 意 事 項 

 

１ この証は、本人以外は使用できません。 

２ この証は、医療機関の窓口では使用できません。 

３ 交付対象期間の末日までに、本町に住所を有しなくなった場合は当該住所を有

しなくなった日まで、出産等をした場合は出産等の前日までが交付対象期間とな

ります。 

４ 氏名、住所又は加入している医療保険若しくはその内容に変更があったときは、

速やかにその旨を届け出てください。 

５ この証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、再交付を受けてください。 

６ 妊婦医療費補助金の交付申請は、交付対象期間の末日から起算して１年以内に

してください。 

７ 妊婦医療費補助金の交付申請をするときは、必ずこの証を持参してください。 

 

   （問合せ先） 

        

 

 

 



様式第３（第６条関係） 

妊婦医療費補助金交付対象者変更届 

 

年  月  日  

 

  東浦町長  

住所               

申請者 氏名                 

電話                

 次のとおり変更がありました。 

  新 旧 

確 認 証 番 号 
    

対

象

者 

氏 名 

  

住 所 

    

加

入

医

療

保

険 
被 保 険 者 名 

    

記 号 ・ 番 号 
    

保 険 者 名 

（保険者番号） 

  

（          ） 

  

（          ） 

変更事由発生年月日  年    月    日 

 備考 



様式第４（第７条関係） 

妊婦医療費補助金交付対象者確認証再交付申請書 

 

年  月  日  

 

  東浦町長  

 

住所              

申請者 氏名              

電話              

 次のとおり確認証の再交付を申請します。 

対

象

者 

確 認 証 番 号 
  

住 所 
  

氏 名 
  

申請者との続柄 
  

生 年 月 日 年   月   日 

申 請 事 由 

 

１ 紛 失  

 

２ 破 損  

 

３ 汚 損  

 

理由 

※再 交 付 年 月 日 年  月  日 

 ※の欄は、記入しないでください。 

 確認証を破損し、又は汚損した場合は、当該確認証を添付して再交付を申請し

てください。 



様式第５（第９条関係） 

妊婦医療費補助金交付申請書 

 

年  月  日  

  東浦町長 

住所                

申請者 氏名            

電話              

 

 関係書類を添えて下記のとおり妊婦医療費補助金の交付を申請します。 

なお、東浦町において、補助金の交付に必要な関係公簿を調査すること、医

療費が高額療養費に該当する場合保険者に対して保険給付の交付状況を確認す

ること及び保険者から直接高額療養費が支払われた場合東浦町に当該金額を返

還することに同意します。 

記 

 円   

  ただし、保険診療一部負担金  

対

象

者

 

確認証番号  

加
入
医
療
保
険 

世帯主・被保
険者・組合員
の 氏 名 

  

氏 名   記 号 番 号   

生 年 月 日    年  月  日 
保 険 者 名 

（保険者番号） 

  

（     ） 

申請には、領収書を添付してください。 

健診料、文書料、差額ベッド代、食事代等の保険外の費用は補助の対象とな

りません。 

高額療養費に該当する場合は、加入健康保険が発行する「高額療養費支給決

定通知書」や「保険給付金支給証明書」を添付してください。 



様式第６（第９条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

様 

 

東浦町長               

 

東浦町妊婦医療費補助金交付決定通知書 

   年  月  日付けで交付申請のあった妊婦医療費補助金については、東浦町

妊婦医療費補助金交付要綱の規定により、下記のとおり交付決定したので通知します。 

記 

 

交付決定額 

 

 

 

 



様式第７（第 10条関係） 

 

妊婦医療費補助金請求書 

    

  年  月  日 

 

 東浦町長  

 

               請求者 

                住  所  

 

                氏  名                    

                       

                電 話 

 

 このことについて､下記のとおり請求します｡ 

 なお､補助金については指定口座に振り込んでください｡ 

記 

請 求 金 額 円 

振込先 

金 融 機 関 名 

銀行 

農協 

信用金庫 

本店 

支店 

預 金 種 別   □ 普 通       □ 当 座 

口 座 番 号        

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 


